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資料３－１

 

FISIM に関する海外の情勢 

１．海外諸国における FISIM の SNA への導入状況 

○  OECD加盟30か国の中で、FISIMをSNA本系列に導入していないのは、

日本とニュージーランドのみとなっている（図表１）。 
 主要先進国の中では、英国が 2008 年に FISIM を導入した結果、日本の

みが FISIM を SNA 本系列に導入していない状況にある。 

２．主要先進国の FISIM の現状 

○ 主要先進５か国の FISIM の対象金融機関、対象資産・負債、参照利子率を

みると、各国とも国際基準を念頭に置きつつも、自国の事情に応じて柔軟に

対応している（図表２）。 

３．08SNA について 

○  08SNA においては、FISIM の測定について、EU 基準を始めとする国際

的な動向を踏まえ、対象金融資産・負債等について、93SNA からの変更を

行っている（図表３） 

４．FISIM に関する海外での最近の議論 

○  FISIM に関する海外での最近の議論をみると、FISIM からの信用リスク

プレミアム、タームプレミアムの控除が大きな論点となっている。 

▼ 信用リスクプレミアム 
現在の FISIM の計測方法では、信用リスクが高い貸出を行うと FISIM が

増加する。後に、貸出が回収できずに不良債権となっても、FISIM の計測

には影響しない。このようなリスクテイクの結果の利鞘拡大を、付加価値

として計測することでよいのか？ 
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▼ タームプレミアム 
より短期で資金を調達し、より長期で貸出を行えば、通常の順イールドの

状況では、利鞘が拡大し FISIM は増加する。このような期間の変換活動

は、金利リスクを取ることを意味するが、そうした活動を付加価値として

計測することでよいのか？ 

＜これまでの議論の経緯＞ 

08 年 5 月：ユーロスタット・国民経済計算ワーキングパーティーにおいて、ECB
から信用リスクプレミアムおよびタームプレミアムを FISIM から控

除するべきとの提案がなされた。 

08 年 9 月：OECD・金融統計 SNA 合同ワーキングパーティーにおいて、ECB
が信用リスクプレミアムとタームプレミアムの FISIM からの控除を

提言。同ワーキングパーティーは、今後、ユーロスタットの FISIM
タスクフォースを国際機関や非 EU 主要国をも含むかたちで拡大し、

本件を議論していくことで合意。 

09 年 8 月：ISI（国際統計協会）ダーバン総会における FISIM に関するセッシ

ョン（参加者：BEA、ECB 等）で、FISIM における信用リスクプレ

ミアム、タームプレミアムの扱いが議論され、今後、ユーロスタット

等のタスクフォースといった国際的な場で議論していくことが確認

された。 

～現在：国際連合、OECD、IMF、ユーロスタット、ECB が協議した結果、2010
年春以降に信用リスクプレミアム、タームプレミアムの扱いについて、

国際的な場で議論していくことで合意されている。 

 
 

以  上 



（図表１） 

OECD 加盟各国の FISIM 導入状況 

 
国名 FISIM 導入状況 

オーストラリア ○ 
オーストリア ○ 
ベルギー ○ 
カナダ ○ 
チェコ ○ 

デンマーク ○ 
フィンランド ○ 
フランス ○ 
ドイツ ○ 

ギリシャ ○ 
ハンガリー ○ 

アイスランド ○ 
アイルランド ○ 
イタリア ○ 

日本 × 

韓国 ○ 
ルクセンブルグ ○ 

メキシコ ○ 
オランダ ○ 

ニュージーランド × 
ノルウェー ○ 
ポーランド ○ 
ポルトガル ○ 
スロバキア ○ 
スペイン ○ 

スウェーデン ○ 
スイス ○ 
トルコ ○ 

イギリス ○ 
アメリカ ○ 

注）シャドーは、平成 19年以降に FISIMの SNA本系列への導入を行った国に付している。 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「金融仲介サービスの新たな測定方法と SNA
への導入に関する調査報告書」（平成 19 年）に内閣府国民経済計算部で加筆・修正。 
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（図表２） 
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各国が導入している FISIM の現状 

 

 アメリカ カナダ イギリス フランス ドイツ 日本（案） 

 
 

対象機関 
 

商業銀行、貯蓄銀

行、貯蓄貸付組合

（S&L）、クレジ

ット・ユニオン、

投資会社 

商業銀行、モーゲ

ージ会社、クレジ

ット・ユニオン、

ファイナンス会

社、公的金融機関

商業銀行、住宅貸

付組合、モーゲー

ジ会社、ファイナ

ンス会社、公的金

融機関 

商業銀行、その他

金融仲介機関（投

資会社等）、公的

金融機関 

商業銀行、貯蓄組

合、クレジット・

ユニオン、公的金

融機関 

銀行等、ゆうちょ

銀行、ファイナン

ス会社、公的金融

機関、ﾃﾞｨｰﾗｰ・ﾌﾞ

ﾛｰｶ（ー証券会社を

除く） 

対象資産 金融資産全体 貸出、株式以外の

証券 
貸出 貸出 貸出 貸出 

対象負債 金融負債全体 預金、金融債、劣

後ローン 
預金 預金 預金 預金 

 
参照利子率 

 

FISIM 対象機関

が保有する国債

等の金利 

運用利子率と調

達利子率の中間

値 

各 通 貨 別 の レ

ポ・レート 
インターバンク

取引金利（資金貸

借に係る利子額

÷資金貸借残高）

インターバンク

市場金利（加重平

均） 

インターバンク

取引金利（資金貸

借に係る利子額

÷資金貸借残高） 

実質化手法 
（デフレータ）

数量指数を直接

推計 
CPI 総合指数 GDP デフレータ GDP デフレータ CPI 総合指数 CPI 総合指数 

注１） 各国公表資料および各国に対するヒアリング調査等により作成。 
注２）日本は、平成 17 年基準改定（案）。 



（図表３） 

ＦＩＳＩＭの定義比較 
 
 
 17年基準改定(案) ０８ＳＮＡ ＥＵ統計局基準（02年） ９３ＳＮＡ 

定 義 金融仲介機関による「貸出

からの受取利子総額」と「預

金への支払利子総額」の差

額 

自己資金の貸出から受け取

る利子を含む。 

金融仲介機関による「貸出

からの受取利子総額」と「預

金への支払利子総額」の差

額 

自己資金の貸出から受け取

る利子を含む。 

金融仲介機関による「貸出

からの受取利子総額」と「預

金への支払利子総額」の差

額 

自己資金の貸出から受け取

る利子を含む。 

金融仲介機関による「受取

財産所得」と「支払利子総

額」の差額 

 

自己資金の投資からの受取

財産所得を除く。 

対象機関 金融仲介機関 

（中央銀行を除く） 

金融仲介機関 

（中央銀行を含む） 

金融仲介機関 

（中央銀行を除く） 

金融仲介機関 

（中央銀行を含む） 

対象金融 

資 産 

貸出 

 

 

自己資金による貸出を含

む。 

貸出 

 

 

自己資金による貸出を含

む。 

貸出 

 

 

自己資金による貸出を含

む。 

財産所得を発生させる金融

資産～預金、貸出、株式、

株式以外の証券等 

自己資金の投資による金融

資産を除く。 

対象金融 

負 債 

預金 預金 預金 支払利子を発生させる金融

負債～預金、借入、株式以

外の証券等 

（株式は自己資金による投

資と考えられる） 

対象金融

資産・負債

への配分 

現実の受取利子率・支払利

子率と参照利子率の差額に

基づいて配分。 

現実の受取利子率・支払利

子率と参照利子率の差額に

基づいて配分。 

現実の受取利子率・支払利

子率と参照利子率の差額に

基づいて配分。 

現実の受取利子率・支払利

子率と参照利子率の差額に

基づいて配分。 

これにより難い場合、金融

資産・負債残高の総額、あ

るいは、その他の適当な金

融変数に対して比例的に配

分することも可 

参照利子

率の概念 

預金取扱機関同士の預金・

貸出の平均利回り 

 

（銀行からノンバンクへの

貸出を含まない） 

サービスを含まず、預金・

貸出のリスクと期間構造を

反映した金利（インターバ

ンク貸借レート等） 

金融仲介機関同士の預金・

貸出の平均利回り 

 

 

資金借入に伴う純粋費用 

～リスクプレミアムを最大

限取り除き、いかなる仲介

サービスをも含まない率 

(インターバンク貸出レー

ト、中央銀行貸出レート) 
中央銀行

の扱い 

FISIM の対象とせず、コス

ト積み上げ方式で産出額を

推計し、配分先は金融仲介

機関の中間消費とする。 

FISIMの対象とする。 FISIM の対象とせず、コス

ト積み上げ方式で産出額を

推計し、配分先は金融仲介

機関の中間消費とする。 

FISIMの対象とする。 

 
※ 17年基準改定（案）の預金には金融債を含む。 
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資料３－２

第６回国民経済計算部会における指摘事項について 

 

１ ＦＩＳＩＭの対象、概念等について 

 

○ ＦＩＳＩＭをＧＤＰに反映させること自体は良いと思うが、ハイリスク・ハイリタ

ーンの活動を行っている機関ほど、マージン率が高くなり、貸出の付加価値が高いと

いうことになるがそれでよいのか。 

また、対象商品を預金や貸出に限るとしているが、より広範な金融商品を含めてい

た９３ＳＮＡと比べて考えとしては後退していないか。例えば、貸出を行っても、証

券化してしまうとＦＩＳＩＭでは反映できないといった問題があるのではないか。 

 

⇒ 国際的にも、信用リスクをＦＩＳＩＭにおいてどのように計測すべきかは議論の

あるところである。なるべく信用リスクを除いた形でＦＩＳＩＭを計測するべきと

の議論はあるが、各国ともそうした考えを導入する段階ではない。 

また、貸出債権を証券化した場合にはＦＩＳＩＭの対象からはずれることになる

が、ＦＩＳＩＭ導入の目的に国際比較の可能性の確保があることから、わが国でも

今回の案で導入すべきと考える。 

 

 

○ 参照利子率は、預金と貸出に着目する場合は、インターバンク市場のレートが一番

いいのではないか。 

ノンバンクについては、貸出だけをＦＩＳＩＭとして計上する必要性はあるのか。

海外でも、金融仲介サービスとしているのか。 

金融持ち株会社が主流になってきているが、グループ間取引をどのように扱ってい

るのか。 

 

⇒ 海外では、インターバンク市場のレートを用いたり、今回の案のように金融機関

間の資金取引の残高と利子から計測したりしている。結局、調達利子率と運用利子

率の間にどれがうまく収まるのかという観点も、参照利子率の選択に大きく影響し

ている。 

ノンバンクについては、各国によって制度面の違いはあるものの、英国やカナダ

でも対象としており、貸出サービスだけであってもＦＩＳＩＭの対象とすべき。 

グループ間取引については、ＦＩＳＩＭ産出機関同士ではＦＩＳＩＭが発生しな

い扱いとしている。 
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○ 公的金融機関では、制度面から、民間のような市場サービスが成立せず、問題があ

るのは事実だが、ＦＩＳＩＭの対象に含める方向で考えるべきである。 

 

⇒ ＦＩＳＩＭの対象となる公的金融機関の位置づけと範囲については、政府系貸出

金融機関や財政融資資金については、直接に資金を受け入れたり、直接に貸し出し

を行っていない部分があるとしても、実質的に資金の貸し手と借り手を仲介するサ

ービスを行っている（金融仲介機関）ことから、ＦＩＳＩＭ産出機関としている。 

なお、93SNA においても政府系貸出金融機関については、金融仲介機関と位置

づけている。 

 

 

２ 実質化について 

 

○ 実質化に利用するＣＰＩについては、今般の原油高の状況では、輸入価格の上昇の

影響があり、ＧＤＰデフレータとの違いが顕著になる。実質化の違いの影響をもう少

し慎重に評価するべきではないか。 

○ 本来、実質化については、金融サービスに係る活動の指標を用いるべきであるが、

ＣＰＩで実質化を行うのは最後の手段と考える。 

 

⇒ ＣＰＩ総合指数は、エネルギー価格の国内価格への影響も含んでおり、カバーで

きる範囲が広く望ましいものと考えている。ＧＤＰ成長率にどの程度の違いがある

のか評価したところ、影響は小さいと判断している。 

また、①我が国において「金融部門に関する数量指標」の開発に未だ至っていな

いこと、②ＧＤＰデフレータ、国内需要デフレータの活用については、ＳＮＡ推計

手順の問題から整理すべき課題が存在していることから、今回の案においてＣＰＩ

総合指数の選択を提案したものである。 

 

 

３ 国際基準等について 

 

○ 国際基準（０８ＳＮＡ、ＥＵ基準等）自体には改善すべき課題があるとは思うが、

国際比較可能性を確保するため、わが国でも同基準に沿って、ＦＩＳＩＭの推計を行

うべきである。 

○ ＦＩＳＩＭの導入における方向性に大きな異存はないが、国際基準ありきでは議論

の意味がない。我が国として、どう考えるべきかということが必要。 
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⇒ 主要先進国で FISIM を SNA 本系列に導入していないのは日本のみとなっている。

国際比較可能性を確保する目的から、我が国でもその基準に準拠し、今回の推計方

法を提案したもの。一方で預金や貸出の期間の違いに伴う利率差の問題や信用リス

クの取扱いなど国際的な議論も進行形であり、また、各国とも金融、経済事情に違

いはあるため、ＦＩＳＩＭの本体系への導入後においても、引き続き、我が国とし

てのＦＩＳＩＭの在り方の検討は進めていきたい。 

⇒ ＦＩＳＩＭについては、現在でも国際的に議論のあるところであり、我が国とし

てもその議論に積極的に参画していきたい。 

 




